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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社の経営理念は、適正かつ最大の収益を目指して揺るぎない企業活動を遂行することにより、当社に関係するすべての人々の利益の増進と
企業の発展・向上を図り、もって社会に貢献することであります。すなわち、

　・“顧客”を満足させる良質の製品・サービスを提供する。

　・“株主”の期待に応える業績をあげ、企業価値の増大を図る。

　・“従業員”の生活を向上させ、働きがいのある会社にする。

　・“地域”の一員として認められ、地域にとって存在価値のある会社を目指す。

ということであります。

　当社はこうした経営理念を実現し、より効率的で透明性の高い経営を推進していくために、企業統治の体制や仕組みをさらに整備しその機能を
高めていくことが、経営上の最重要課題の一つであると考えております。また、株主をはじめとしたステークホルダーへの適切な情報の提供が、よ
り良い経営に資するものと考え、これに取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【原則４－１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　当社取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、ジェンダーや国際性の面を含む多様
性と適正規模を両立させる形で構成することを目指しておりますが、現時点で女性取締役は選任されておりません。当社は取締役の職責を果た
すに相応しい能力・識見・人格などを持った人物であるかという観点から男女の別なく役員の候補者を検討しており、意図して女性を起用していな
いわけではなく、今後、女性の活躍が広がる可能性は十分にあると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．政策保有株式】

　当社は、営業取引上の目的、ブランドの維持、サプライチェーンの確保、その他の事業上の理由による場合、資本提携契約等の契約に基づく場
合、その他当社の企業価値向上に資する場合に、政策的に株式を保有しております。これらの保有目的の一部または全てについて相当でないと
判断される場合は、保有株式の縮減に向けた検討を行うものとします。また、取締役会において年１回、各政策保有株式が保有目的に適っている
か、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を指標として、保有の適否について検証を行います。本年２月に行われた検証の結
果、現時点で保有する政策保有株式はその保有目的に見合うものと判断いたしております。なお、2019年度においては一部政策保有株式を売却
しております。

　政策保有株式の議決権行使判断基準は、（１）行使により当該取引先の価値向上につながるか、（２）行使により当社の株主利益を毀損すること
がない（＝当社の企業価値を毀損しない）か、の２点としております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、会社法等に基づき、当社役員の利益相反取引について取締役会規程において定めており、取引実績については関連法令に基づき、適
時適切に開示いたします。また、主要株主等との取引を行う場合には、上記取締役会規程に準じて取引の重要性の高いものについて事前の承認
を行うものとし、その取引条件については、一般的取引条件と同様に決定するものとします。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、企業年金の積立金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、適切な資質を持っ
た担当者を配置し、企業年金の運用状況について運用機関と定期的な情報交換を行っております。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は、経営理念のほか中期経営計画についてウェブサイト（http://www.toho-zinc.co.jo/company/philosophy.html及びhttp://www.toho-
zinc.co.jp/ir/plan/plan5.html）に掲載しております。

（２）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　基本的な考え方につきましては、上記のとおりであります。また、基本方針を下記のとおり定めております。

　１）株主の権利・平等性の確保

　・株主の適切な権利行使のために必要な情報の適時、適確な開示に努めるとともに、外国人株主や少数株主等、様々な株主の権利、平等性

　　の確保に配慮する。

　２）株主以外のステークホルダーとの適切な協働

　・顧客の満足する良質な製品・サービスを提供することや従業員にとって働きがいのある会社を目指すこと、また、地域の一員として存在価値

　　を高めること等を通してステークホルダーとの適切な協働に努め、会社の持続的成長と企業価値の創出を目指す。

　３）適切な情報開示と透明性の確保

　・法令に基づく情報開示のほか、株主やその他のステークホルダーが必要とする非財務情報を含めた情報についても正確で有用性の高いも

　　のを積極的に開示していく。

　４）取締役会等の責務



　・経営理念を踏まえた中期経営計画の策定等を通して企業戦略の方向性を示すとともに、独立社外取締役の登用によって社外での豊富な経

　　験や見識を当社の意思決定や監査に反映し実効性の高い監督を行うことで、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指す。

　５）株主との対話

　・株主総会以外の場においても株主との間で建設的な対話を行い、経営方針について理解を得る努力を行うとともに、株主を含めたステーク

　　ホルダーの立場に関する理解を踏まえた対応に努める。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社の役員報酬制度は、役職、役割、経験、業績等を加味した、算定の基準となる報酬テーブルを、報酬委員会における審議を経て取締役会に
付議、審議の上、決定しております。さらに、個々人の報酬額については、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が取締役会の諮問に基づ
き審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するものとしています。また、業務執行取締役の月例報酬の一部については、株
式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務づけております。本報酬に基づいて取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は売
却できないものとしております。

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、世間の報酬水
準、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬額を、定時株主総会への上程の上、承認を得ております。各取締役への配分額について
は、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するも
のとしています。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映すること
は行わず、月例定額報酬のみとしており、賞与は支給しておりません。

　各監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に
応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定しております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　当社では、定款により取締役（監査等委員である取締役を除く。）の人数を８人以内、監査等委員である取締役の人数も５人以内と定めておりま
す。

　また、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を考慮の上、取締役としての職務と責任を果たすことのできる適任者を取締
役候補者として選定する方針としております。この方針に基づき、独立社外取締役を主要なメンバーに据えた独立した諮問委員会である指名委員
会をはじめ、取締役間における充分な審議を経て選定された候補者を、社外取締役も含めた取締役会にて承認、決定しております。

　なお、その解任に対しては、取締役会が、当社の企業価値向上の観点から適切でないと判断する場合に検討することとしており、特にCEOがそ
の機能を十分に発揮していないと認められる場合は解任を辞さない方針であります。指名委員会及び取締役会において十分に審議し、解任をす
ることとしております。

（５）取締役会が上記（４）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　当社の取締役の選解任、指名につきましては、当社ウェブサイト（http://www.toho-zinc.co.jp/ir/stock/meeting.html）に掲載の「株主総会招集ご
通知」にその内容を記載しております。

【補充原則４－１－１．経営陣への委任の範囲】

　当社は、意思決定の迅速化を図るため、定款において、取締役会の決議によって重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任する
ことができる旨を定めております。また、社外取締役を含めた取締役会においては、会社の方針や経営問題についてより注力することで、監督機
能の強化を図っております。なお、具体的な決議事項については取締役会規程に定めた上で、職務権限規程において経営陣が執行できる範囲を
明確に定めています。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社の社外取締役の独立性判断基準については、東京証券取引所が定める基準に準じております。

【補充原則４－11－１．取締役会全体としての構成に関する考え方】

　原則３－１についての開示、「（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」をご参照ください。

【補充原則４－11－２．取締役の兼任】

　当社取締役の兼任状況につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております「株主総会招集ご通知」に記載のとおりであります。

【補充原則４－11－３．取締役会の実効性評価】

　取締役の自己評価を含めた取締役会の実効性に関するアンケートを実施の上、その回答内容について取締役会にて分析、評価を行い、取締役
会の実効性は概ね確保されていることを確認いたしました。

【補充原則４－14－２．トレーニングの方針の開示】

　当社では取締役の就任時には経営者、役員として遵守すべき法的な義務、責任等を含めた適切な説明、外部研修等を用いた教育を行ってまい
ります。また、社外取締役の就任時には、工場視察や他の取締役からの説明等によって会社の事業や現況について理解いただく機会を設けま
す。そのほか、就任後の知識の更新の機会として、情報交換や相互研鑽の場を設けるとともに、必要に応じて外部研修等を行います。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　株主、投資家の皆様との対話につきましては、総務本部長がその統括をし、個別のＩＲ活動につきましては管理本部長が担当いたします。加え
て、対話の充実のために各テーマの関連部署においては必要に応じて情報の提供を行います。

　また、報道機関、アナリスト、投資家の皆様に対して年４回（各四半期毎）開催のＩＲミーティングのほか、個別の面談やスモールミーティング等を
適宜実施してまいります。こうした対話の中で得られた建設的な意見につきましては、必要に応じて取締役会、監査等委員会にフィードバックいた
します。

　なお、対話におきましては、インサイダー情報（未公表の重要事項）についての伝達はいたしません。また、四半期毎の決算発表日前４週間は、
決算情報に関する対話を控える沈黙期間とさせていただきます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）



日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,491,100 18.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 950,500 6.99

三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社 400,075 2.94

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 267,500 1.96

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 242,500 1.78

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 237,400 1.74

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５１５１ 226,424 1.66

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＷＥＳＴ　ＣＬＩＥＮＴ　－　ＴＲＥＡＴＹ　５０５２３４ 213,200 1.56

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５） 208,300 1.53

株式会社扇谷 200,375 1.47

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 非鉄金属

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

武藤　雅俊 他の会社の出身者 △

多田　稔 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

武藤　雅俊 ○ ○
同氏と当社との間には特別の利害関係は
ありません。

同氏は、金融機関や内外の資産運用会社等に
おいて培った豊富な経験と幅広い見識を有し、
また、長年にわたる経営者としての経験も有し
ており、当社の経営全般に対する適切な監督
及び健全性確保に貢献いただけることから、監
査等委員である社外取締役として適任であると
判断しております。

　同氏は、2011年３月まで当社の取引先金融
機関であるみずほコーポレート銀行株式会社
（現みずほ銀行株式会社）に勤務しておりまし
たが、当社の同行からの取引額は突出してお
らず、同行が保有する当社株式は1％未満であ
ります。従いまして、一般株主との間に利益相
反の生じる恐れはないと判断し、独立役員とし
て指定いたしました。



多田　稔 ○ ○
同氏と当社との間には特別の利害関係は
ありません。

同氏は、総合商社において、国内業務はもとよ
り、海外ビジネスにおける豊富な経験と幅広い
見識を有し、また、当社社外監査役としてのこ
れまでの実績から、当社の経営全般に対する
適切な監督及び健全性確保に貢献いただける
ことから、監査等委員である社外取締役として
適任であると判断しております。

　同氏は、2010年６月まで当社の取引先である
三菱商事株式会社に勤務しておりましたが、当
社の同社に対する取引額は突出しておらず、
同社の100％子会社である三菱商事ＲｔＭジャ
パン株式会社が保有する当社株式の割合はお
よそ3％であります。従いまして、一般株主との
間に利益相反の生じる恐れはないと判断し、独
立役員として指定いたしました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

１．監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。

２．上記の監査補助業務については、補助者の指揮命令権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の
指揮命令は及ばないものとする。補助者の人事に関する事項のうち異動、考課、懲罰については監査補助業務の実効性を妨げるものにならない
よう留意するものとする。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　会計監査人は、監査等委員会と適度な緊張関係を保ちつつも、緊密な連携を保ち、監査計画立案、実行及び監査結果の報告を行うとともに、適
宜必要な情報交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。

　内部監査については、内部監査室を設置し、監査計画に基づいて、当社及びグループ会社を対象に、経営の健全性、業務の効率性及び財務報
告の信頼性の観点から会社業務全般にわたる内部監査を実施した上で、監査結果を監査等委員を含むすべての取締役に報告しております。ま
た、会計監査人と適宜連携し、実効的な内部監査の実施に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会 4 2 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 4 2 2 2 0 0
社外取
締役

補足説明

　指名委員会は、取締役及び執行役員の選任等に関する取締役会からの諮問に対し、答申を行います。監査等委員である取締役（社外取締役２
名、社内取締役１名）及び社内取締役１名で構成され、委員長は監査等委員長である社外取締役が務めております。



　報酬委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度や報酬額等に関する取締役会からの諮問に対し、答申を行います。監査等委員である取締役
（社外取締役２名、社内取締役１名）及び社内取締役１名で構成され、委員長は監査等委員長である社外取締役が務めております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

　取締役（監査等委員である取締役を除く。）の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、世間の報酬水
準、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬額を、定時株主総会へ上程の上、承認を得ております。なお、各取締役への配分額につい
ては、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定する
ものとしています。ただし、社外取締役については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業績を反映すること
は行わず、月例定額報酬のみとしており、賞与は支給しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　2019年度における取締役等に対する報酬総額は、第121回定時株主総会招集ご通知の22頁に記載のとおりであります。（http://www.toho-
zinc.co.jp/ir/stock/pdf/soukai_20200626.pdf）

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　当社は、取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について、以下の内容を取締役会において決定しております。

１）報酬等の種類及び割合

業務執行取締役の報酬は、月例報酬（月毎に固定額を支払う基本報酬）及び賞与（業績連動報酬）によって構成し、報酬年額に占める賞与の割
合は40％を上限としています。なお、上記の月例報酬の一部は、株式取得型報酬として役員持株会に毎月一定額の拠出を義務付け、本報酬に基
づいて取得した株式は、少なくとも在任期間中は売却できないものとしています。月例報酬に占める拠出金の割合は、平均６％であります。

２）月例報酬

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役の月例報酬の総額については、定時株主総会の決議により、取締役（監
査等委員である取締役を除く）分及び監査等委員である取締役分それぞれについて月額の限度額を決定するものとしています。

３）賞与

業務執行取締役の賞与は、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向（報
酬水準）、過去の実績等を総合的に勘案して定められる報酬の総額を、定時株主総会へ上程の上、承認を得るものとしています。業務執行取締
役の個人別の賞与額は、貢献度、目標達成度などに応じて算出します。

４）個人別の報酬等の内容に係る決定の方法

業務執行取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方法について、独立社外取締役を委員長とする報酬委員会が取締役会の諮問に基づき
審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するものとしています。

５）非業務執行取締役等の報酬

監査等委員以外の非業務執行取締役の個人別の報酬については、業務執行から独立した立場での監督機能が重視されることから、個人別の業
績を反映することは行わず、定額報酬である月例報酬のみとし、賞与の支給は行いません。監査等委員である取締役の個人別の報酬は、その職
務の独立性という観点から業績に左右されない定額報酬である月例報酬のみとし、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員会の協議により決定



するものとしています。

　なお、退職慰労金制度については、2007年６月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。

【社外取締役のサポート体制】

サポート体制：総務部1名　経理部1名

社内外の情報の収集、伝達。取締役会等重要な会議の開催連絡・調整

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

手島　達也 相談役
役員経験者の立場からの現経営
陣への助言

非常勤

報酬無し
2017/6/29 有り

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会

　当社の取締役会は、意思決定の迅速化と事業規模との適合を勘案し、当社事業に精通した３名の取締役（監査等委員である取締役を除く。）と
社外取締役２名を含む３名の監査等委員である取締役からなり、取締役会の機動的運営と監督機能の強化を図っております。

　なお、取締役は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会において選任され、取締役（監
査等委員である取締役を除く。）の任期は１年、監査等委員である取締役の任期は２年であります。

（２）執行役員制度

　当社は、取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、事業部門の業務執行に当たる権限と責任を付与された「執行役員制度」を
導入しております。なお、執行役員の任期は１年であります。

　執行役員８名（うち、２名取締役兼任）は、機動的かつ迅速に各事業部門の業務執行に当たっております。

（３）監査等委員会

　当社は、監査等委員である取締役３名（うち、社外取締役２名）からなる監査等委員会を設置し、取締役の職務の執行の監査・監督を行います。

　なお、監査等委員である社外取締役2名は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。また、取締役の業務執行の監督の強化
に資するため、常勤監査等委員を１名選任しております。

（４）経営会議

　取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする経営会議を原則として毎月１回開催しております。経営会議においては、取締役会付議事項及び
社長決裁事項を事前に協議するほか、全社的に情報を共有すべき事項等について活発な討議、意見交換を行っております。

（５）その他の各種委員会

　取締役及び執行役員を主な構成メンバーとする安全衛生委員会、環境管理委員会、品質保証委員会において、各事業所、各事業部から報告さ
れる事業活動に関するリスク管理状況とその対応について討議しております。

　また、企業倫理委員会、危機管理委員会においては、全社横断的なコンプライアンスの徹底とリスク管理の推進に努めております。

（６）報酬決定

　取締役の月例定額報酬については、株主総会の決議により、取締役（監査等委員である取締役を除く。）分と監査等委員である取締役分それぞ
れについて月額の限度額が決定されております。

　各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の月例定額報酬は、役職、役割、経験、業績等を加味した、算定の基準となる報酬テーブルを報酬
委員会における審議を経て取締役会に付議、審議の上、決定しております。さらに、個々人の報酬額については、独立社外取締役を委員長とする
報酬委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するものとしています。

　各監査等委員である取締役の報酬は、その職務の独立性という観点から、職務と職責に応じた報酬額を監査等委員の協議により決定しており
ます。

　取締役の賞与については、企業業績に連動する報酬として、当期の業績、株主への配当金、世間の報酬水準、過去の実績等を総合的に勘案し
て定められる報酬額を、定時株主総会へ上程の上、承認を得ております。各取締役への配分額については、独立社外取締役を委員長とする報酬

委員会が取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申に基づいて取締役会の決議により決定するものとしています。

　なお、退職慰労金制度については、2007年６月28日開催の第108回定時株主総会の日をもって廃止いたしました。

（７）会計監査人

　会計監査人は、監査等委員会と適度な緊張関係を保ちつつも、緊密な連携を保ち、監査計画立案、実行及び監査結果の報告を行うとともに、適
宜必要な情報交換を行い、効率的かつ効果的な監査の実施に努めております。

　当連結会計年度において会計監査業務を執行した新日本有限責任監査法人の公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は次のと
おりであります。

　・業務を執行した公認会計士の氏名

　　　佐藤　晶、立石　康人

　・会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士　８名、会計士試験合格者等　６名、その他　９名

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



　当社は、取締役会の職務の執行に対する監査・監督機能の強化を図るとともに、監督と業務執行を分離し、意思決定の機動性・迅速性の向上を
目的として、2017年６月29日開催の第118回定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社に移行いたしました。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送

当社は例年、会社法で定められた期日よりも早期に株主総会の招集通知を発送しており
ますが、本年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、法定期限である2020年６月
11日に発送せざるを得ない状況となりました。次善の施策として、インターネットにおける
発送前開示の期間を例年よりも長くとり、2020年６月２日に公開しております。

電磁的方法による議決権の行使
当社は、2017年６月29日開催の第118回定時株主総会から、電磁的方法（インターネット）
による議決権の行使を実施しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

当社は、2017年６月29日開催の第118回定時株主総会から、機関投資家向け議決権電子
行使プラットフォームによる議決権の行使を実施しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページに英文を掲載しております。

その他

●当社ホームページに招集通知を掲載

●株主総会のビジュアル化を実施

●議決権行使結果について開示

●招集通知における表紙・インデックスの作成及び記載順序の変更

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

ＩＲミーティングを各四半期ごとに開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算短信、決算説明会（ＩＲミーティング）資料及びプレスリリース当の各種資料
をタイムリーに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部・経理部

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「東邦亜鉛グループ行動指針」、コンプライアンス・マニュアルに明記

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 環境管理委員会、ＣＳＲ推進室の設置

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

透明性、適時性を重視



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

内部統制システムについては次のとおり基本方針を定めております。

（１）当社の取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a. 当社は、当社の取締役、執行役員及び使用人が遵守するべきコンプライアンス・マニュアル等、コンプライアンスに関する規程を制定、運用、点

検するとともに、取締役、執行役員及び使用人の法令、定款遵守状況の監査を有効に実施するなどコンプライアンスの充実、強化に努める。

b. 当社は、コンプライアンスに関する役員を任命するほか、社長を企業倫理委員会委員長に指名し、委員長は、原則として四半期に一度、企業倫

理委員会を開催して、当社のコンプライアンスの取組み、運営状況を各委員（取締役及び執行役員）へ報告、周知する。

c. 企業倫理委員会は、ＣＳＲ推進室と連携して当社のコンプライアンスの取組みを統括し、グループ内通報制度の運営並びに取締役、執行役員

及び使用人全体の教育等を行う。

d. 当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決し、違法、不当な要求には応じないことを基本方

針として定め、反社会的勢力に対しては、所轄警察署、顧問弁護士等とも連携し、組織的に対応する。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会及び経営会議の議事録その他取締役の職務の執行に関わる重要な記録、文書等については、法令、定款及び文書規程に基づき、適切
に作成、保存及び管理を行う。

（３）当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a. 当社は、当社の損失の危険を管理するために、重要事項については、法令、定款及び社内規程等に基づき取締役会及び経営会議その他の当

該案件の決定機関において厳正な事前審査を実施し、リスクの把握及び顕在化防止に努める。

b. 当社は、当社の危機管理に関する統括責任者として社長または危機管理担当取締役を危機管理委員長に指名し、委員長は、原則として四半

期に一度、取締役及び執行役員を委員とする危機管理委員会を開催する。

c. 危機管理委員会においては、危機管理体制整備の進捗状況を各委員へ報告、周知し、危機管理マニュアル等、損失の危険の管理に関する規

程に基づき迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。

（４）当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a. 当社は、執行役員制度を採用し、業務執行権限を執行役員に委譲して執行責任を明確にするとともに、取締役は、当社に関する経営の意思決

定の迅速化、監督機能の強化等、経営の効率化を図る。

b. 当社の取締役会は、当社の経営計画及びその執行方針を決定し、その達成に向けて各部署に対し経営資源、権限の適切な配分を行い、業務

の執行状況を監督する。その体制は、現在、任期1年の取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名、任期2年の監査等委員である取締役3名で
構成されているが、引き続き、意思決定を迅速に行い得る当社の事業規模に見合った適正な体制をとる。

c. 当社は、取締役のほか、執行役員等も参加する経営会議を設置（原則として、月1回開催）し、業務の執行に関する個別経営課題を実務的な観

点から協議するとともに、情報交換の円滑化を図る。

（５）当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a. 当社の子会社の取締役の職務の執行等に係る事項の当社への報告に関する体制

・当社は、当社が定めるグループ会社管理規程に基づき、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、必要に応じて当社への報
告を求める。

b. 当社の子会社の損失の危険に関する規程その他の体制

・当社は、当社が定める危機管理マニュアルに基づき、子会社のリスクの把握を行うとともに、リスクの管理状況につき定期的または都度報告を
受ける。

c. 当社の子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、各子会社について当社内の主管部を定め、当該部署が、子会社の事業内容、規模、その他の状況に応じて助言、指導を行うことを通じ
て、子会社の取締役の職務の執行の効率性の向上を図る。

d. 当社の子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社は、当社が定める東邦亜鉛グループ行動指針を、子会社の全取締役及び使用人に周知徹底し、コンプライアンスの推進に努める。

（６）当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性
及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

a. 監査等委員会は、その職務を補助すべき使用人に対し、補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。

b. 上記の監査補助業務については、補助者の指揮命令権は監査等委員会に委譲されたものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の

指揮命令は及ばないものとする。補助者の人事に関する事項のうち異動、考課、懲罰については監査補助業務の実効性を妨げるものにならない
よう留意するものとする。

（７）当社の監査等委員会への報告に関する体制

a. 当社及び当社の子会社の取締役、執行役員及び使用人は、その分掌する業務に関連して次に定める事項があることを知った場合は、法令そ

の他コンプライアンス・マニュアル等、社内規程に定める方法により、直接またはＣＳＲ推進室を通じ当社の監査等委員会へ速やかに適切な報告
を行う。また、監査等委員会から業務に関する報告を求められた場合も同様とする。

　・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

　・取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び使用人の職務の執行に関する不正行為

　・法令、定款に違反する事実

　・当社の重要な会議の開催予定等

b. 監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

（８）その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a. 監査等委員会は、取締役会、経営会議等の重要な会議や各種委員会に出席するとともに、監査等委員の職務を執行するために必要な情報を

共有する。

b. 監査等委員会は、代表取締役社長、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。

c. 監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当社が当該監査等委員の職務の執行に必要で

ないと認めた場合を除き、速やかにその費用又は債務を処理する。

（９）財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及びその他関連法令等の定めるところに適合した内部統制システムを整備するとともに、
内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



　当社は、当社グループが良き企業市民として存在し行動していくために、社員一人ひとりが自覚し遵守すべき行動指針として「反社会的勢力及
び団体との対決」を掲げ、反社会的勢力及び団体とは断固として対決し、違法、不当な要求には応じない旨を基本方針としております。

　具体的には、所轄警察署や関係団体と連携し、情報交換や助言を得るなど緊密な関係を構築しております。また、顧問弁護士事務所からも法的
な助言を得るほか、各種セミナー等への積極的な参加、他企業と定期的に情報交換を行うなど最新の情報入手に努めています。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

　当社では、社内規程「内部情報管理および内部者取引規制に関する規程」及び「ＩＲポリシー」において、各部門で発生した重要事実の管理、伝
達、開示について定めておりますが、迅速で公平、かつ正確な情報開示に努めます。これらが、確実・迅速に実施されるよう情報取扱責任者及び
情報管理担当者を設置し内部者取引を未然に防止する仕組みを整えております。

・情報取扱責任者

　重要事実を統括して管理する者で総務本部長（執行役員）がこの任に当たっております。

・情報管理担当者

　当社の各部門における重要事実を管理する者で、各本部長、各事業（本）部長がこの任に当たっております。また、子会社に生じた重要事実を
管理するため、子会社については、子会社の社長を情報管理担当者として指名することとしております。

　なお、発生事実、決定事実・決算に関する情報発生から開示までの流れは次のようになっております。

・発生事実～各部門（子会社含む）で情報が発生した場合、情報管理担当者から情報取扱責任者に報告され、情報取扱責任者は、「適時開示規
則」に照らし、開示の必要性を判断するとともに、社長他役員に報告し、開示内容について承認を得た上で、東京証券取引所に開示いたします。

・決定事実・決算情報～社内規程「取締役会規程」において、取締役会の決議事項が定められており、また、「適時開示規則」に定められた事項
（決算に関する情報を含む）を取締役会で決議した場合には、情報取扱責任者が速やかに東京証券取引所に開示いたします。


